
（別紙様式４－２）                                               （特別支援学校用） 
 

熊本県立小国支援学校 令和７年度（２０２５年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 
児童生徒一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かでたくま

しい児童生徒を育成する。 

 

２ 本年度の重点目標 

（１）安全安心な教育環境の整備 

・人権教育に根ざした指導・支援の徹底 

・職員間の連携、協力体制の構築及び体罰や不適切な指導の根絶 

・危機管理及び防災体制の再整備 

（２）児童生徒の自己肯定感を高める「承認」を基本とした指導・支援の充実 

（３）教育内容の充実 

  ・ＩＣＴを効果的に活用した各教科、自立活動の指導の充実 

  ・一人一人の卒業後の自立を見据えたキャリア発達指導・支援の強化 

（４）共生社会の形成に向けた取組の促進 

（５）保護者、関係機関、地域とのさらなる連携の充実 

（６）職員のウェルビーイング向上 

・業務の「見える・見せる化」や職員間連携による平準化の促進 

・慣習的な業務内容の精選、効率化による時間的・ゆとりの確保 

 

３ 自己評価総括表 
評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 
大項目 小項目 
 
学校 
経営 
 

「 学 校 教
育目標」の
具現化 

本年度の重
点目標を踏
まえた実践
が で き た
か。 

・職員一人一
人が重点目標
の意義を理解
し、自らの実
践に励む。 

・教育活動や
学校行事、各種
研修等を通じ
て、重点目標の
意義について
の共通理解を
繰り返し図る。 
・年２回（上期
・下期）、教育
目標の具現化
に係る教職員
の自己評価ア
ンケートを行
う。 

Ａ ・職員研修等において、
重点目標を押さえたま
とめを行う等、重点目標
と実践のつながりの意
識を高めた。 
・上期の職員自己評価ア
ンケートでは、重点目標
等の具現化の達成状況
について全ての項目に
おいて、85％以上が「や
やできている」「できて
いる」と回答があり、職
員全体としても重点目
標に対しての理解が深
まっている。 

業務改善 慣習的な業
務等の見直
しができた
か。 

・「削減」「縮
小」「新規」
「拡充」の４
つ視点で業務
全体の見直し
を進める。 

・総務会や運
営委員会等を
通じた意見の
集約、職員アン
ケートを通し
て、年度途中で
も柔軟に業務
の見直しに取
り組む。 

Ｂ ・「縮小」として、職員
の自己評価アンケート
結果をもとに、職員朝会
を必要時のみに実施し、
朝会連絡票の活用を図
るようにした。 
・「拡充」として、児童
生徒の様子の十分な把
握のため、総務会を月に
２回実施し、そのうち１
回を児童生徒理解の時
間として行うようにし
たことで、児童生徒のそ
の時の情報の共有を十
分に図ることができた。 

働 き 方 改
革 

職員の負担
軽減ができ
たか。 

・児童生徒の
在校時間内に
事務処理等に
専念できる時
間 設 定 を 行

・学部主事に
よる授業管理
を導入する。 
・成果につい
ては、職員会議

Ａ ・学部主事が職員の出張
等の動静や業務内容を
十分に把握したことで、
学部職員の支援体制を
考え、職員の事務処理等



う。 等で好事例と
して共有し、意
識変革にも取
り組む。 

の時間確保を行うこと
ができた。 
・職員の健康状況につい
ては衛生委員会でも話
題にし、負担感を感じて
いる職員についての共
有を図り、声かけや事務
処理時間の確保を行う
ことで、負担感の軽減に
つなげた。 

・生成ＡＩの
活用による文
書作成及び文
書チェックの
時間を削減す
る。 

・Googleフォー
ムをはじめと
する各種ツー
ルの活用に関
する研修を実
施する。必要に
応じて、研修・
情報部による
個別対応の時
間を設定する。 

Ａ ・研修を通じて、生成Ａ
Ｉを思考のパートナーや
校正ツールとして活用す
る手法が定着し、文書作
成の精神的・時間的負担
が大幅に軽減された。ま
た、生成ＡＩによる推敲
や不足情報の指摘が経験
年数を問わず事務効率化
に繋がったほか、アンケ
ートのデジタル化により
集計業務も省力化され、
校務全体の負担軽減が図
られた。 

 
授業の
充実 
 

学 習 評 価
の充実 

児童生徒一
人一人の実
態に応じた
目標設定及
び評価を行
うことがで
きたか。 

・各教科の単
元ごとに評価
規準を作成し
て３観点によ
る評価を実施
する。 

・３観点に沿
った目標及び
評価の表記の
仕方において
研修を行い、校
内で統一を図
る。評価の日に
各単元を振り
返り評価を実
施する。 

Ｂ 
 
 

・３観点における研修を
行い、表記の仕方の周知
を行った。 
より分かりやすく保護
者に伝わるよう「目標は
１つ、評価は３つで示
す」ことを高等部が先行
実施した。今後の課題と
して、全学部で統一を図
っていく必要がある。 

・学習評価の
時間を設けて
評価を実施す
る。 

・月に１回、学
習評価の時間
を確保するた
め、早下校の日
（小中学部１
３：３０下校、
高等部１４：０
０下校）を設定
して、学習評価
を行う時間を
確保する。 

Ａ ・月に１回、小中学部は
１３時半下校、高等部は
１４時下校の日を設け
て授業評価を実施する
（年に７回）ことがで
き、学習評価を行う時間
を確保すると共に、改善
すべき点について各学
部で話し合うことがで
きた。 

カ リ キ ュ
ラ ム マ ネ
ジ メ ン ト
の実施 

各学部で授
業や単元計
画の振り返
りを行いな
がら、教育
目標に沿っ
た教育課程
の検討を行
うことがで
きたか。 

・各学部での
学 習 評 価 か
ら、次年度の
教育課程につ
いての検討を
行う。 

・各学部共通の
検討事項とし
て、各教科の年
間指導計画を
基に「目標」「授
業時数」「取り
扱った内容」等
が適切だった
のかを学部で
検討する時間
を教務部で調
整して設け、検
討を行ってい
く。 

Ｂ 

 

・各学部の年間計画を基
に次年度の教育課程につ
いての検討を行うことが
できた。検討する時間も
学部毎に設定し実施でき
た。次年度、現在の取組
をさらに進めていく必要
がある。 

・各学部で教
育課程の検討
を行ったもの
から教育課程
検討委員会へ
とつながる仕

・適宜アンケ
ート等を実施
して、各学部の
意見を踏まえ
た上で、教育課
程検討委員会

Ｂ 

  

・運動会やすぎのこまつ
り、教育課程に関するア
ンケートを実施し、それ
らをもとに各企画委員
会で検討を行い、教育課
程検討委員会へつなげ



組み作りを行
う。 

を実施し、教育
課程の改善を
図っていく。 
・教育課程委
員会を年間４
回以上開催し
て検討を行っ
ていく。 

ることができた。 
・年に４回の教育課程検
討員会で話し合う内容
を精選し、計画的に定め
ておくようにしたい。 

職 員 の 指
導 力 の 向
上 と 特 別
支 援 教 育
に お け る
専 門 性 の
向上 

ＩＣＴを効
果的に活用
し、各教科
および自立
活動の指導
の質向上と
個別最適化
を図ること
が で き た
か。 

・教職員がＩ
ＣＴ活用スキ
ル を 向 上 さ
せ、授業実践
に効果的に取
り入れること
を目指し、校
内研修を年間
８回以上実施
する。 

・昨年度末の職
員アンケート
で明らかにな
ったニーズに
基づき、Google
 Workspace、ロ
イロノート・ス
クール、Canva 
for Education
など、各ツール
の効果的な活
用方法を体験
的に学ぶ研修
を計画的に実
施する。 

Ａ ・12月末現在、計6回の校
内研修を実施し、年間計
画に基づき概ね順調に進
捗している。実技中心の
研修を通じ、教職員のIC
Tスキルが向上したこと
で、各ツールを柔軟に組
み合わせた教材作成や授
業実践がこれまで以上に
活発に行われるようにな
った。現在、全教員が取
り組んでいる「1人1事例」
の実践共有を年度内に行
い、好事例を全職員で分
かち合うことで、授業の
質のさらなる向上と、児
童生徒一人ひとりに応じ
た「個別最適化」された
学びの定着を図る。 

・自立活動に
おける個別の
指導計画作成
において、Ａ
Ｉチャットボ
ットを活用す
ることで、児
童生徒の実態
把握の正確性
と指導計画立
案の効率化及
び個別最適化
を図る。 

・教育支援部と
連携し、ＡＩチ
ャットボット
を活用した児
童生徒の実態
把握に関する
研修を実施す
る。また、ＡＩ
活用に関する
外部講師を招
聘し、個別の指
導計画作成に
おけるＡＩチ
ャットボット
の具体的な活
用方法や効果
的なプロンプ
トの作成方法
について実践
的な研修を実
施する。 

Ｂ ・教育支援部、教務部と
連携した校内研修や外部
講師による実践的な指導
を通じ、生成ＡＩを自立
活動の個別の指導計画作
成に活用する基盤を構築
できた。特に、チャット
ボットの活用により、児
童生徒の実態に応じた多
角的な分析が可能とな
り、指導計画作成の効率
化と内容の個別最適化に
おいて一定の成果が得ら
れた。一方で、AIによる
出力を精査する教師側の
視点の重要性も再確認さ
れた。 

 
キャリ
ア教育 
( 進 路
指導) 

キ ャ リ ア
教 育 の 充
実 

生徒一人一
人の多様な
ニーズに応
じた進路先
の確保につ
ながる取組
が で き た
か。 

・保護者及び
関係機関との
連携を図ると
ともに、児童
生徒および保
護者へ進路に
関する情報提
供を行う。 

・生徒が障がい
福祉サービス
事業所につい
て調べたり、事
業所の方と話
をしたりしな
がら卒業後の
生活をイメー
ジできる学習
を行う。 
・高等部の生徒
が進路学習に
ついて発表す
る機会に合わ
せて他学部の
児童生徒や保
護者へ参観の

Ｂ ・障がい福祉サービス事
業所とのオンライン見学
や卒業生を招いての進路
学習を計画し、卒業後の
生活について知り、考え
る機会を設けた。 
 
 
 
・高等部の実習報告会に
ついて、他学部にも周知
し、参観の呼びかけを行
った。また、すぎのこま
つりにおいて障がい福祉
サービス事業所と高等部
生徒が協同して販売する
活動を行うことで、保護



案内を行う。 者にも事業所について知
ってもらう機会を設ける
ことができた。 

・各学部の進
路に関する取
組について知
る機会を設け
る。 

・進路便りやす
ぎのこまつり
の学習発表な
どを通して、各
学部の進路に
関する取組を
紹介する。 

Ｂ ・年度当初の進路研修に
おいて、各学部の進路に
関する取組を紹介した。
また職員や他学部の保護
者も進路研修に参加でき
るよう、授業参観日を研
修日に設定することで、
多くの職員、保護者の参
加が実現できた。 

職 員 の 指
導 力 の 向
上 

進路指導に
係る専門性
の向上を図
ることがで
きたか。 

・本校職員や
保護者の進路
に関するニー
ズに応じた情
報提供の機会
を設ける。 

・保護者および
職員に向けた
進路アンケー
トを実施し、そ
の結果から、ニ
ーズの高かっ
た内容を取り
扱う進路研修
を計画的に実
施する。 
・進路便りを通
して、卒業後の
生活を見据え
た学校の取組
や保護者の取
組について取
り上げる。 

Ａ ・今年度は卒業生保護者
の講話、就業・生活支援
センターの方からの講話
を実施し、２月には卒業
生の講話を予定してい
る。また、今後の進路研
修に向けて、保護者およ
び職員へアンケートを実
施した。アンケート結果
をもとに次年度以降３カ
年の計画を立てた。 
・進路研修の情報を早め
に周知したり、実習や進
路学習の紹介を行ったり
している。また、進路研
修の講話内容について
は、保護者向けにオンデ
マンドで配信を行い、実
際の研修の様子を観るこ
とができるようにした。 

 
生徒 
(生活) 
指導 
 

安 全 教 育
の充実 

児 童 生 徒
が、安全・安
心な交通ル
ールの意識
を向上させ
ることがで
きたか。 

・信号指導、
登校指導、現
場実習等を通
して、交通ル
ールの順守や
公共交通機関
利用のマナー
などの意識を
高める。 

・小国警察署
と連携し、信号
指導を年間１
１回、登校指導
を年間３回行
う。登校指導時
に気付いたこ
とや指導した
内容を学校全
体で共通理解
を図る。また、
状況に応じて
保護者の交通
マナー指導へ
の協力を得る。 

Ａ ・小国警察署の協力で月
１回の直接的な信号や
横断歩道の渡り方の指
導、交通安全教室を実施
した。バス通学生に対し
ては、登下校時の注意点
を伝えながらマナーや
交通ルールの遵守など
意識を高めることがで
きた。また、バス乗車時
までの保護者の付添の
協力を得たり、職員の通
勤時に気づいた通学生
の安全意識を共有した
りすることもできた。 

児 童 生 徒
会 活 動 の
充実 

児童生徒会
の活動にお
いて、児童
生徒が主体
的に活動す
ることがで
きたか。 

・全校集会や
あ い さ つ 旬
間、校則の説
明等の児童生
徒会活動にお
いて、児童生
徒自身が主体
的 に 取 り 組
み、持てる力
を発揮して取
り組む。 

・児童生徒部
が立案し、それ
を基に児童生
徒会が計画や
進行を主体的
に行う。 

Ｂ ・児童生徒の実態に応じ
て活動内容や役割分担
を考え、生徒主体での全
校集会や学校行事等を
行うことができた。一方
で、歓迎行事やお別れ行
事等の行事に対し、児童
生徒数の増加、児童生徒
の様子から実態に合っ
た内容の見直しが随時
必要になってきている。 

生 徒 指 導
内 容 の 共
通理解 

本校校則の
周知、指導
方針の徹底
を図ること
が で き た
か。 

・学部会や朝
会、分掌部会
で本校の生徒
指導の方針や
児童生徒の様
子について共
通 理 解 を 図

・学部会や朝
会、分掌部会で
本校の生徒指
導の方針や児
童生徒の具体
的な様子につ
いての共有を

Ｂ ・年度初めに本校の校則
について、指導の方針に
ついて共通理解を図る
ことができた。しかし、
校則の見直しアンケー
トで指導の仕方や校則
を元にした指導の難し



る。 図るようにし、
状況によって
は職員全体へ
周知する。 

さ等の意見が多数あり、
一度の説明ではなく定
期的に方針の周知、指導
の共有をする場が必要
であった。 

 
人権 
教育の
推進 

人 権 尊 重
の 精 神 に
立 っ た 学
校 づ く り
の推進 

職員の人権
問題に対す
る基本的認
識を高める
ことができ
たか。 

・計画的に研
修を行うとと
もに、教職員
同士のお互い
の教育実践に
ついての日常
的な意見交流
を増やす。 

・校内外の研修
内容の検討を
行い、教職員全
体で取り組む。
また、研修で学
んだことや授
業での児童生
徒の様子につ
いて教職員同
士で情報を共
有する。 

Ａ ・校外の研修案内を積極
的に行い、多くの職員が
参加することができた。
また、校内研修を行い、
人権実践レポート研修で
は互いのレポートを読む
ことで実践を知り合い、
意見交流をすることがで
きた。 

保護者や地
域社会に本
校の人権教
育を肯定的
に受容して
もらうこと
が で き た
か。 

・日々の授業
の様子や職員
研 修 の 内 容
を、学校ＨＰ
や便り等で情
報 発 信 を 行
う。 

・阿蘇郡市や小
国郷の授業研
究会や実践報
告会に全職員
で取り組む体
制を作る。ま
た、人権教育の
取組を学校Ｈ
Ｐや便り、人権
フェスティバ
ルや人権作文
集を活用して
発信する。 

Ａ ・小国郷の授業研究会に
おいて小学部を中心に授
業作りを行い、本校の授
業実践として「自己肯定
感を高める取組」を発信
することができた。また、
小国町人権フェスティバ
ルに参加し、高等部の進
路学習について町内の方
へ知ってもらう機会とな
った。 

「 命 を 大
切 に す る
心 を 育 む
指導」の充
実 

自分の命を
はじめ、他
人や他の生
き物の命を
大切にする
心の育成が
できたか。 

・児童生徒の

命の尊さに対

する理解を深

める。 

・人権ポスター
や標語の取組
について全校
集会等を通し
て全校児童生
徒で共有し、自
分や身近な人
を大切にする
ことを考える
機会を設定す
る。 

Ａ ・中学部、高等部で取り
組んだ人権ポスター・標
語の作品を全校集会で紹
介したり、すぎのこまつ
りで掲示したりすること
で、人権について考える
機会を設けることができ
た。また、人権月間に合
わせて全校集会で話をし
たり、人権メッセージの
ポスター等を１２月に集
中して掲示を行ったりす
ることができた。 

・自分や他者

への理解を深

めたり、偏見

や差別を防止

できるような

実践的行動力

を身に付けた

りする。 

・児童生徒の発
達段階に応じ
た学習を、各教
科や道徳の時
間をはじめ、個
別に学習する
時間を設ける
ことを含めて
実施する。 

Ｂ ・各学部で、道徳や各教
科の指導場面を通じて人
権教育の取組や個別の指
導を行うことができた
が、年間を通した計画的
な指導が不十分であると
感じる。 

 
いじめ
の防止
等 

い じ め の
未 然 防 止
に 向 け た
取 組 の 充
実 

全児童生徒
の思いと現
状の把握、
対応ができ
たか。 

・児童生徒の
現状の正確な
把握と迅速な
対応の強化を
図り、予防す
るための学習
の 徹 底 を 図
る。 

・心のアンケー
トや個人面談
を実施し、児童
生徒一人一人
の現状の把握
をする。 
・把握した状況
を基に「いじめ
問題対策委員
会」で対応につ
いて本校職員
で協議し、「い
じめ防止対策

Ｂ ・アンケートを２度実施
し、それぞれの回答の結
果を基に個別面談を実施
した。アンケートの意見
から児童生徒の気持ちを
聞くことができ、状況を
的確に把握し、職員間で
共有することができた。 
・把握した事案に対し、
校内で体制や方向性を確
認し、外部専門家から意
見をもらうことができ
た。事前に校内で検討し



委員会」で外部
専門家からの
助言等を生か
して学校全体
として対応す
る。 
・学級活動等を
通して、いじめ
防止に係る学
びの時間を設
定する。 

ていたため、迅速にかつ
丁寧に対応することがで
き、助言等を学校全体で
共有することもできた。 
・友達の良いところ、頑
張っているところを見つ
ける活動を通して互いを
理解し合うことができ
た。一方、児童生徒の中
にいじめを許さない雰囲
気に対する理解の難しさ
が今後の課題である。 

児童生徒に
互いを思い
やる心を育
成すること
が で き た
か。 

・児童生徒及
び保護者のス
マートフォン
やＳＮＳ等に
対する危機意
識を高める。 

・各学部で情報
モラル教育を
行う。また、保
護者向けに家
庭のルール作
りやフィルタ
リングサービ
スの利用につ
いての啓発を
年２回行う。 

Ｂ ・小国警察署から携帯電
話の使い方の講話をして
いただいた。また、情報
モラル教育を実施し、児
童生徒自身が携帯電話や
タブレットの使い方を見
直す機会となり、適切な
使い方の意識が高まって
きている。保護者への今
年度の啓発は１回しか行
えていない。 

 
地域 
支援 
 
 
 

阿 蘇 郡 市
地 域 の 学
校 関 係 機
関 へ の 支
援の充実 

阿蘇郡市地
域の学校関
係機関に対
する支援を
充実させる
ことができ
たか。 
 

・継続的な巡
回相談等を実
施し、各校の
校内支援体制
の 構 築 を 行
う。 

・段階的な支
援体制の機能
を効果的に発
揮するため、巡
回相談の活用
の実施及び各
校の校内支援
委員会の充実
を進める。その
ため、巡回相談
を活用した各
校の校内支援
委員会やケー
ス会議等に阿
蘇郡市の２０
％の小中学校
に参加する。 

Ａ ・巡回相談１６１件中、
検討会を１３５件実施
し、阿蘇郡市の９３％の
小中学校に参加した（１
２月現在）。そのうち、
校内支援委員会へ参加
は、２６％の小中学校で
実施した。 
引き続き検討会を通し
て、校内の支援体制を構
築するための校内支援委
員会への参加を呼びかけ
ていく。 

・各市町村の
特別支援連携
協議会の機能
の強化を図る
ための支援を
行い、適切な
学びの場の選
択 を 推 進 す
る。 

・各市町村教
育委員会と連
携して、４市町
村全ての教育
支援委員会に
参加し、教育支
援委員会とし
てのシステム
作りや進め方
等に関して助
言を行うこと
で適切な学び
の場の検討が
できるように
する。また、４
市町村の特別
支援連携協議
会及び地区Ｃ
ｏ会議の適切
な運営に向け
助言を行い、Ｃ
ｏ会議での事
例検討を約８
０％の市町村
が実施できる

Ｂ 阿蘇市、小国町、南小国
町、産山村の４市町村全
ての教育支援委員会に
参加し、適切な学びの場
の選択について、助言・
検討を行うことができ
た。また、４市町村の特
別支援連携協議会、Co会
議において、７５％の市
町村で事例検討を行い
助言することで、地域の
特別支援教育の充実に
寄与することができた。 



ようにする。 

・地域の各校
の特別支援教
育に係る専門
性 向 上 を 図
る。 

・特別支援学級
新任担当者研
修、コアティー
チャー研修、阿
蘇郡市特別支
援教育研究会
において関係
機関と明確に
役割分担をし
ながら運営し、
自立活動の指
導や適切な学
びの場の選択
についての受
講者のアンケ
ート満足度を
８０％以上の
結果にする。 

Ｂ ・特別支援学級新任担当
者研修及びコアティーチ
ャー研修において、受講
者アンケートの結果、自
立活動の指導について
「参考になった」「授業
に生かしていく」等の感
想があり、満足度８０％
を達成した。 

セ ン タ ー
的 機 能 を
果 た す 学
校 の 職 員
と し て の
専 門 性 の
向上 

職員の持つ
専門性の向
上を図るこ
とができた
か。 
 
 

・自立活動の
指導における
実践的な指導
力を向上する
ための研修を
行う。 
 
 

・教務部、研修
・情報部と連携
した自立活動
の指導に関す
る研修を実施
し、実態把握、
実態の整理、目
標設定に向け
たグループワ
ークを通して、
職員の教育課
題の解決に対
する満足度を
８０％以上達
成する。 

Ｂ ・教務部と連携し、「自
立活動の指導における指
導目標の設定と指導内容
について」の研修と実態
の把握の整理を含めた
「自立活動の個別の指導
計画作成について」の研
修を実施し、職員アンケ
ートで８０％の満足度で
あった。 

・学校組織全
体で児童生徒
の指導・支援
に取り組み、
チームとして
課題解決を図
る。 

・各クラスによ
る支援→各学
部による支援
→校内支援委
員会による支
援という組織
的な対応を行
うための校内
支援体制につ
いて職員間で
共有する。ま
た、年２回の校
内支援委員会
により支援や
手立ての検討、
実践、評価及び
改善のPDCAサ
イクルによる
課題解決型の
取組を推進し、
課題について
改善または、次
の手立てにつ
なげるケース
が８０％に達

Ｂ ・年２回の校内支援委員
会に加え、１回の臨時校
内支援委員会を実施し
た。校内支援委員会で検
討した課題について、改
善や次の手だてにつなが
ったケースは８０％であ
った。 
・学校組織として情報を
共有したり一貫した支援
や役割分担による組織的
な支援体制を構築したり
することで、児童生徒へ
のより効果的な支援につ
なげることができた。 



するようにす
る。 

・児童生徒へ
の支援の充実
に向けて、関
係機関とのネ
ットワーク作
りを進める 
 
 
 

・悠愛との教育
支援懇談会を
前期及び後期
の２期実施す
ることで、合理
的配慮の合意
のもと、適切な
指導が行える
ようにする。ま
た、スクールカ
ウンセラー及
びスクールソ
ーシャルワー
カーの活用促
進を進め、スク
ールカウンセ
ラー及びスク
ールソーシャ
ルワーカーか
らの助言の８
０％を実行に
移すことで、支
援の充実を図
る。 

Ａ ・悠愛との教育支援懇談
会を２回実施し、悠愛と
連携した支援の充実を図
ることができた。 
また、スクールカウンセ
ラー（SC）を年８回、ス
クールソーシャルワーカ
ー（SSW）を３回活用し、
心理や福祉の専門的助言
をいただきながら、支援
の充実を図ることができ
た。 
SCやSSWの助言について
は、８７％を実行に移す
ことができた。 

 
地域連
携(ｺﾐｭ
ﾆﾃｨ･ｽｸ
ｰ ﾙ な
ど) 

総 合 型 コ
ミ ュ ニ テ
ィ ス ク ー
ルの充実 

地域資源を
積極的に活
用 し な が
ら、教育活
動の多様化
とその質の
向上を図る
ことができ
たか。 

・地域資源を
活用した学習
を多く取り入
れ、本校を地
域へアピール
する機会を設
けるなど、地
域へ本校の情
報発信を積極
的に行う。 

・地域資源を活
用した校外学
習や作業製品
販売会、近隣学
校との交流及
び共同学習等、
地域に本校の
ことを直接発
信ができる場
を各学部２回
以上実施する。 
・学校運営協議
会で地域との
連携について
の話題提供を
し、運営委員の
協力を得なが
ら更なる連携
強化を図る。 

Ｂ ・小中学部においては、
警察署や地域の美術館、
観光地に行き、説明を聞
いたり質問等を行ったり
して、地域資源を活用し
た学習に取り組んだ。 
・中学部では７月に作業
製品販売会、高等部では
７月に道の駅や銀行の花
壇整備を例年行ってお
り、継続した取組ができ
ている。 
・夏に県が主催した研修
会に参加し、その動画を
本校の学校運営協議会の
事務局職員（学部主事）
も視聴し、地域と学校の
連携・協働についての学
びを深めることができ
た。 

交 流 及 び
共 同 学 習
の充実 

交流及び共
同学習の充
実を図るこ
とができた
か。 
 

・近隣校と連
携を図りなが
ら交流及び共
同学習を実施
する。 

・事前に相手校
と実施の方法
について検討
を行い、児童生
徒の発達段階
に応じた交流
及び共同学習
を各学部、年間
２回以上実施
する。 

Ｂ ・居住地校交流を小中学
部、学校間交流を全学部
で実施することができ
た。交流を深めると共に
障害への理解啓発につな
げることができた。 
・高等部においては、今
年度から小国高校との交
流及び交流学習を新型コ
ロナ感染症対策以来、再
開した。今後小国高校と
も連携を図り、計画的な
取組につなげていきた
い。 

 
安全 

管理 

い の ち を
守 る 安 全
教 育 の 推
進 

児童生徒の
安全確保の
ための環境
整備ができ
たか。 

・ヒヤリハッ
トに関する職
員共有の時間
を年間2回設
け て 実 施 す

・全職員が教育
活動中にヒヤ
リとした内容
や原因、考察等
を所定の様式

Ａ ・ヒヤリハットを全職員
で共有し、事故や危険を
事前に防ぐことができる
ように記録用紙に記入し
てもらった。まとめたも



る。 に記録する。長
期休業前に記
録をまとめた
ものを全職員
で情報共有し、
事故の未然防
止・再発防止に
努める。 

のを１月の職員会議で共
有する予定である。 

・児童生徒の
行方不明や不
審者侵入時に
迅速な対応が
できるよう、
それぞれの内
容に係る職員
研修を１回ず
つは必ず実施
する。 

・安全対策マニ
ュアルやGoogl
eチャットを活
用し、緊急時に
は組織的な対
応を図ること
ができるよう
に捜索訓練及
び不審者対応
訓練を実施す
る。また、訓練
の反省や県の
モデル様式「危
機管理マニュ
アル」を参照に
本校のマニュ
アルの見直し
を行う。 

Ａ 安全対策マニュアルや、
Googleチャットを活用
し、各訓練を行うことが
できた。また、危機管理
マニュアルを参考にして
マニュアルの見直しを行
った。いつどこでもマニ
ュアルが確認できるよ
う、クラスルームやドラ
イブに保全することも検
討していく。 

・全児童生徒
に向けた防災
に係る指導を
年間５回以上
実施し、防災
教育、防災体
制の充実を図
る。 

・児童生徒の実
態や県の防災
月間に合わせ
避難訓練を実
施する。また、
全校集会を活
用して児童生
徒に分かりや
すく防災教育
を行う。 

Ｂ 県の防災月間に合わせて
避難訓練をすることがで
きた。また、全校集会時
に児童生徒に対して防災
教育を行うことができ
た。児童生徒の意識をよ
り高めるために、内容や
回数を検討していく。 

 

 
４ 学校関係者評価 
【授業の充実】 

・子どもたちの様子から学校生活の充実を感じており、宿題など一人ひとりに応じた対応ができて

いる。 
・授業や実習などの工夫を感じるので、創造性のあるものを取り入れるとよいのではないか。創
造するということは本人の真の楽しみになり、創造性やアートなどに向いている子どもにとっ
ては将来の成長につながる。そのような授業づくりを今後検討してはどうか。 

【キャリア教育（進路指導）】 
・学校の取組を進める中で、卒業生の進路状況も協議を進める重要な評価のポイントになる。進
路状況等の提供も今後行っていく必要がある。 

【地域支援】 

・（町教育委員会から）巡回相談について、今年度は相談数が増加しており、市町村でコーディネ

ータ会での事例検討は効果的である。特別支援連携協議会の実施も計画を立てて実施ができてい

る。 

・（実際に巡回相談を活用した学校から）１〜３年生の授業や児童の支援を依頼し、支援方法や見

方など助言いただいたことで、徐々に授業への参加場状況等に変化が見られた。また、保護者へ

の説明等も丁寧にしていただいき、専門機関につなげることができた。 

【地域連携】 

・小国地域は山や川などの自然がたくさんあるので遠足での活用をしてもいいのではないか。外で

の活動の難しさはあると思うが、神社等の見学、炭焼き体験、菊芋の加工など資源はたくさんあ

ると思うので、取り入れていってほしい。 

・（交流実施校から）本校と３０年近く交流を行っており、子どもたちも交流をとても楽しみにし

ており、関わりを学ぶ機会になっている。 



・交流で及び共同学習を通して、友達との関わりができ、（交流相手校の）障がい理解などに大き

く繋がったと思っている。お互いの学びがある交流なので、今後も続けてほしい。 

【安全管理】 

・防犯や安全対策について、隣接している障がい児支援施設と連携し、緊急時の想定を管理職の体

制等を含めて共有していく必要がある。 

 
  

５ 総合評価 
（１）学校教育目標 
 少人数での学校であるということもあり、学部を超えて全ての職員が全ての児童生徒を知っ
ており、学校全体で児童生徒一人一人を支えていく雰囲気がある。このメリットを生かしつつ
も、日々の授業、単元全体を通しての授業計画等、児童生徒の実態を十分に把握した上で学び
を深めるための専門性を高めていく必要がある。 
 また、学校全体の環境として、職員間で児童生徒のこと、授業のことを語り合える職場環境
づくりを行っていくことも必要である。 
（２）重点目標 
 本年度、重点目標を大きく６つの項目を立て、その内容を意識した取組を行った。職員への
自己評価アンケートでは、重点目標等の具現化の達成状況について全ての項目において、85％
以上が「ややできている」「できている」と回答があり、職員全体としても重点目標に対して
の理解が深まっている。 
（３）自己評価総括表 
 全体を通して、日々の取組から目標を立てており、全体的にはおおむね達成できている。し
かし、具体的方策については各担当者の主観的な基準を設けている項目がある。 
 重点目標と自己評価総括表がつながっていくような目標設定が必要である。 

 
 

６ 次年度への課題・改善方策 
【重点目標】 

今年度は、自己評価総括表において、どの目標においてもおおむね達成ができていた反面、
学校として重点的に取り組んでいく項目が分かりにくい面もあった。次年度に向け、目標に対
して客観的な評価ができるようなものとなるよう、本年度の反省をもとに、年度の重点目標を
設定し、その目標に対しての取組ができるような自己評価総括表を作成する。 
【自己評価総括表】 

例年、学校評価アンケートを実施しているが、アンケート項目の内容がほぼ同じものとなっ
ている。経年比較ができることがメリットとして挙げられるが、次年度以降は自己評価総括表
と連動させ、アンケートをもとにした客観的な評価ができるようなものにし、重点的に取り組
むべき内容を明確にできる取組を行っていく。 
【授業の更なる工夫】 

学校運営委員からの意見もあったが、芸術作品の制作等の創造性を膨らませることができる
授業、地域資源を更に活用した授業の工夫、継続した交流及び共同学習の更なる充実等、児童
生徒が学校で多くの経験を通して学びを深めることができるような授業実践を行っていく。 
【関係機関との連携】 
 これまでも隣接している障がい児支援施設との密な連携を行っているが、防災、安全管理や
日々変化していく児童生徒の様子についての細かな共有等を更に深めていく必要がある。次年
度はそれぞれの安全・防災対策の内容についての共通した取組を行うとともに、児童生徒の様
子について密な共有を積極的に行い、児童生徒の成長を支える一員として、これまで以上に連
携を深めていく。 

 


